
船舶事故等調査報告書 

平成２４年１２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１２神第１２０号 

事故等種類 運航不能（燃料供給障害） 

発生日時 平成２４年８月２２日（水） １７時００分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路市西島西方沖 

姫路市所在の院
いん

下
げ

島灯台から真方位２７７°３,７００ｍ付近 

（概位 北緯３４°３９.４′ 東経１３４°２３.７′） 

事故等調査の経過  平成２４年８月３０日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（神戸事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

モーターボート ベンチャー号、５トン未満（長さ７.６６ｍ） 

 ２５２－１９０３５大阪、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、播磨灘を西進中、平成２４年８月

２２日１７時００分ごろ西島西方約６km 沖において機関が停止した。

船長は、機関を始動することができなかったので、１７時２６分ご

ろ１１８番通報して海上保安庁に救助を要請した。 

本船は、巡視艇にえい
．．

航され、２０時５０分ごろ兵庫県相生市相生

港に入港した。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 ４～５、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項  船長は、中古の本船を購入し、阪神港大阪区から福山港に向けて回

航中であった。 

 本船は、相生港入港後の調査において、機関の燃料油パイプに繊維

状の異物が詰まって閉塞状態となっていたことが判明した。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、西島西方沖を西進中、機関の燃料油パイプに異物が詰まっ

て閉塞状態となったことから、燃料油の供給が阻害され、機関の運転

ができなくなり、運航不能になったものと考えられる。 

原因 本インシデントは、本船が、西島西方沖を西進中、機関の燃料油パ

イプに異物が詰まって閉塞状態となったため、燃料油の供給が阻害さ

れ、機関の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられ



る。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・燃料油系統の掃除を行う場合は、繊維が残ってこし器等に詰まる

虞があるので、紙や布はなるべく使用しないこと。 

・エアーブロウなどにより定期的に燃料油配管の掃除を行うこと。 

 




